


５ 監査の実施場所及び日程 

 ⒧  実施場所 

      監査事務局執務室及び対象支所内 

⑵ 実施期間 

令和４年１０月１３日（木）～ 令和４年１１月２１日（月） 

⑶  委員ヒアリング実施日 

令和４年１１月１８日（金）・２１日（月） 

 

６ 監査結果及び意見 

 ⒧ 監査結果 

   おおむね適正に処理されていると認めた。 

 ⑵ 監査意見 

  ・ 即決補修工事の写真管理について、着工前の危険性・緊急性が明確と

なるよう引き続き指導されたい。また、受注者による写真撮影の失念や

黒板表記の誤記が散見されたので併せて指導されたい。 

 

  ・ 道路補修工事等について、限られた予算の中で適切に対応されているが、

今後も緊急性、効率性等を考慮して計画的な執行に努められたい。 

 

  ・ 事務手続きについて、誤った財務様式の使用が見られたので、細心の

注意を払い処理するとともに、決裁過程における確認、精査などチェック

機能を強化されたい。 

 


